
習志野市保育士処遇改善事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、保育士の処遇改善を実施することにより、保育人材の確保及び定着

を図るとともに、待機児童の解消を図ることを目的とし、習志野市保育士処遇改善事業

費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、習志野市補助金等交付規則（平成２０

年規則第１２号。以下「交付規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１） 民間認可保育所 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３５

条第４項の規定により千葉県知事の認可を得て設置されている法第３９条第１項に規

定する市内の施設で、市長が別に定める基準を満たしているものをいう。 

（２） 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第１７条の規定により千葉県知事の認

可を得て設置されている同法第２条に規定する市内の施設で、市長が別に定める基

準を満たしているものをいう。 

（３） 幼稚園型認定こども園 認定こども園の認定の要件を定める条例（平成１８年千葉 

県条例第６４号）に規定する市内の施設で、市長が別に定める基準を満たしているも

のをいう。 

（４） 小規模保育事業所 法第３４条の１５第３項及び第５項ただし書の規定及び習志野

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第

１７号）の規定により市長の認可を得て設置されている市内の施設をいう。 

（５） 保育士等 法第１８条の４に規定する保育士及び保育等の総合的な提供の推進に

関する法律第１５条第１項に規定する保育教諭（就学前の子どもに関する教育、保育

等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成２４年法律第６６

号）附則第５条第１項に規定する保育教諭を含む。）として勤務する職員をいう。 

 

 （補助対象施設） 

第３条 補助金交付の対象施設は、民間認可保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園

型認定こども園及び小規模保育事業所のうち「施設型給付費等に係る処遇改善等加算

について（平成２７年３月３１日府政共生第３４９号・２６文科初第１４６３号・雇児発０３３１

第１０号内閣府政策統括官（共生社会政策担当）・文部科学省初等中等教育局長・厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長通知）」に基づき、処遇改善等加算の認定を受けた施設

及び事業所（以下「施設等」という。）とする。 

 

（補助に係る保育士等） 

第４条 補助金交付に係る保育士等は、次に掲げる者のうち、施設等に勤務する保育士等



であって、原則１日６時間以上かつ１月２０日以上の勤務を行う者（以下「職員」という。）

とする。ただし、１日６時間又は１月２０日以上のいずれかの要件を満たさない場合であ

っても、１月１２０時間以上の勤務を行うときは補助対象者とする。 

（１） 施設等を運営する法人又は個人事業主に雇用される者（非正規雇用である者を含

む。）であって、当該施設等に勤務する者のうち、専ら保育業務に従事する者（園長、

副園長、主任保育士等の役職にあるものについても補助対象者とする。） 

（２） 施設等を運営する法人の役員等又は個人事業主であって、保育士又は保育教諭

としての業務を兼ねて当該施設等に勤務する者 

 ２ 前項の規定に関わらず、雇用契約上は補助対象者であるが、特別な事由により１日６

時間以上かつ１月２０日以上の勤務を行わない者等の取扱いは別表第１によることとす

る。 

 

（補助対象経費等） 

第５条 補助金の交付額は、別表第２に定める基準額と当該事業の対象経費を比較して少

ない方の額とする。ただし、補助金額は予算の範囲内において市長が定める額とし、算

出された額に千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。 

 

（交付の条件） 

第６条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために、次に掲げる条件を付するものと

する。 

（１） 施設等の長は、処遇改善を月額給与の引上げにより行うこととし、処遇改善を行う額

及び内容を定める給与規程及び給料表等を整備し、職員にその旨を予め明示すること

とする。 

（２） 施設等の長は、市長から支給される補助金額の全額を職員に配分するものとし、補

助金額を明確に区分経理した上で、給与台帳等に記載するものとする。 

（３） 施設等の長は、処遇改善に伴う法定福利費の事業主負担の増額分を対象経費に含

める場合においては、当該経費を施設等の給与台帳に記載するものとする。 

 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者（以下「補助事業者等」という。）は、習志野

市保育士処遇改善事業費補助金交付申請書（別記第１号様式）に、習志野市保育士処

遇改善事業費補助金所要額調書（別記第２号様式）を添付して、市長が別に定める日ま

でに市長に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第８条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき（補助事業の中止又は廃止の承認を

受けたときを含む。）は、習志野市保育士処遇改善事業費補助金実績報告書（別記第３

号様式）に習志野市保育士処遇改善事業費補助金所要額調書（別記第２号様式）及び

実績報告に係る添付書類一覧（別表第３）に定める書類を添付して、市長が別に定める

日までに市長に提出しなければならない。 



   この場合において、補助事業者等は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を

備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助

金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日）

の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

 

（交付の特例) 

第９条 市長は、概算払により補助金を交付することができる。 

 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年１月９日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月９日から施行し、この要綱による改正後の第２条第３号及び第

３条の規定は同月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日前に改正前の習志野市保育士処遇改善事業費補助金交付要 

綱の規定により作成された様式については、この要綱の施行の日以後においても当分 

の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第４条第２項） 

雇用契約上は補助対象者であるが、特別な事由により１日６時間以上かつ１月２０日以上

の勤務を行わない者等の取扱い 

※いずれの場合においても、施設等が当該職員に対し処遇改善を行った場合に限る。 

 

別表第２（第５条） 

対象経費及び補助基準 

対象経費 補助基準額 

施設等が職員に対する賃金改善による

処遇改善に要した額（以下「処遇改善

額」という。）及び処遇改善に伴う法定

福利費の事業主負担の増額分。ただ

し、法定福利費の事業主負担分の増額

分は補助対象者１人当たり処遇改善額

の１００分の１５に相当する額を限度と

する。 

補助対象者１人当たり 

月額３６，０００円 

ただし、月の途中で採用若しくは退職となった

場合等においては、上限額を３６，０００円とし、

次の日割り計算により算出された額とする。 

補助基準額＝３６，０００円× 

当該月の勤務日数／２０日 

 

別表第３（第８条） 

実績報告に係る添付書類一覧 

添付書類 

１．処遇改善額を証する書類 

２．給与規程 

３．処遇改善額を職員に明示したことを証する書類 

４．出退勤の状況を証する書類 

５．保育士証の写し 

６．法人又は個人事業主の役員名簿 

７．処遇改善に伴う法定福利費の事業主負担額の増額分を証する書類 

職員の状況 補助対象月 

月の途中で採用若しくは退職となった場

合 

補助対象とする。 

ただし、補助基準額は別表第２に定める日割り

計算により算出された額とする。 

療養休暇若しくは育児休業、産前産後

の休業を取得している場合 

補助対象としない。 

ただし、療養休暇等の取得を開始した月及び

復帰した月においては、別表第２に定める、月

の途中で採用若しくは退職となった場合と同様

の取扱いとする。 

有給休暇を取得している場合 補助対象とする。 

感染症拡大防止のため勤務を行わない

必要がある場合として、市長が別に定

めるとき 

補助対象とする。 



８．その他市長が必要と認めるもの 

※ 添付書類は、当該記載事項に相当する事項が記載された書類に代えることができる。 


